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  下記の決議案を別紙のとおり会議規則第１４条の規定により提出しま 

 す。 

 

記 

 

  決議案第３号  本城隆志議員に対する議員辞職勧告決議 

 

 

 



本城隆志議員に対する議員辞職勧告決議 

 

 

本市議会の政治倫理に関する決議は、過去、元議員の不祥事が相次いで発

生し、市議会に対する市民の信頼が失墜したことがきっかけとなり、平成１

６年に可決された。決議は７つの政治倫理基準を設け、その遵守を決意して

いる。 

決議の第６項には、市から委託または補助を受けている団体の役職は、辞

退するよう努める。ただし、やむを得ず就任した場合は、その団体を自己の

利益のために利用しないこと、第７項では、議員は、政治倫理基準に反する

行為として政治的または道義的批判を受けたときは、自ら誠実な態度をもっ

てその責任を明らかにしなければならないと定めている。 

本城隆志議員は、２５年前より寺田西校区社会福祉協議会の会長の役職に

就いており、令和元年度から令和４年度にかけての寺田西校区社会福祉協議

会決算報告書が未提出である。この間の会計処理において多額の使途不明金、

無効支出が発生していることが城陽市社会福祉協議会の調査で明らかになっ

ている。 

また、平成３０年度の寺田西校区社会福祉協議会決算報告書で計上されて

いる繰越金の行方も不明となっている。校区社協は、城陽市から市社協が受

けている補助金、市民から寄せられた善意の募金で運営されていることから、

これらの不祥事は寺田西校区だけではなく、他９校区の社会福祉協議会の信

頼を失墜させており、すでに募金活動等で活動に支障をきたしている。 

本件について城陽市議会では、本城隆志議員に対して各会派幹事会へ出席

を求めるも、これを拒否、福祉常任委員会で委員長から発言の意思を確認す

るも、これを拒否、議員全員協議会に出席し説明を求めるも、これを欠席と

再三、市議会並びに市民に対して説明することを求めてきたが、いずれも拒

否をし続けている。これは議員が政治的・道義的批判を受けた時に誠実な態

度で説明することを求める政治倫理に関する決議に明確に反するものである。

本城隆志議員の行為は、市民から負託を受ける議会の議員として著しく資質

を欠くものであり、 議員としてあるまじき行為であることから、議員辞職

勧告決議案の提出やむなしの結論に達したものである。よって、本城隆志議

員に対する議員辞職勧告決議案を提出し、市議会議員の職を辞するよう勧告

する。 

 

 以上、決議する。 
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